
提

出

者

山

花

郁

夫

平
成
十
三
年
五
月
十
日
提
出

質

問

第

六

四

号

小
田
急
小
田
原
線
連
続
立
体
交
差
事
業
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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小
田
急
小
田
原
線
連
続
立
体
交
差
事
業
に
関
す
る
質
問
主
意
書

小
田
急
小
田
原
線
（
梅
ヶ
丘
駅－

代
々
木
上
原
駅
）
の
線
増
連
続
立
体
交
差
事
業
（
以
下
本
件
事
業
と
い
う
）
に
つ
い
て
、

最
近
東
京
都
議
会
お
よ
び
地
元
の
世
田
谷
等
の
区
議
会
に
お
い
て
、
右
区
間
に
つ
い
て
は
ご
く
一
部
掘
割
に
す
る
他
は
全
線

（
急
行
、
緩
行
等
）
二
線
二
層
の
地
下
方
式
で
東
京
都
が
施
工
す
る
都
市
計
画
素
案
を
ま
と
め
た
と
公
表
さ
れ
、
東
京
都
等

は
、
本
年
四
月
十
日
よ
り
十
二
日
ま
で
、
下
北
沢
等
地
元
三
ヶ
所
に
お
い
て
、
右
に
つ
い
て
の
説
明
会
を
実
施
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
国
民
の
税
金
と
直
結
す
る
事
業
費
（
八
六
％
が
国
税
等
の
税
負
担
で
な
さ
れ
る
）
等
、

肝
心
な
点
が
明
確
に
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
、
こ
の
事
業
の
事
業
費
に
つ
い
て
、
以
下
の
通
り
質
問
す
る
。

一

事
業
費
に
つ
い
て

（
�
）

右
記
の
説
明
会
に
参
加
し
た
一
部
の
者
に
質
さ
れ
、
本
件
の
事
業
費
は
総
額
で
一
四
〇
〇
億
円
で
あ
る
と
東
京
都

都
市
計
画
局
交
通
企
画
課
長
等
が
応
答
し
て
い
る
が
、
そ
の
通
り
か
。

（
�
）

ま
た
そ
の
際
、
地
下
方
式
を
採
用
し
た
理
由
と
し
て
、
高
架
方
式
と
事
業
費
が
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
と
応
答
し

て
い
る
が
、
そ
の
通
り
か
。

一



二

事
業
費
と
は
本
件
事
業
費
の
こ
と
か
。
そ
れ
と
も
、
い
わ
ゆ
る
線
増
事
業
費
（
当
面
、
日
本
鉄
道
建
設
公
団
が
負
担
す

る
）
を
含
む
の
か
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
内
訳
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

右
全
部
に
つ
い
て
、
工
事
費
と
用
地
費
の
内
訳
を
以
下
の
通
り
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

用
地
費
に
つ
い
て
は
、
場
所
を
特
定
し
た
上
、
所
用
面
積
を
所
有
権
、
区
分
地
上
権
の
別
を
明
示
し
た
上
、
そ
れ

ぞ
れ
の
平
方
米
当
た
り
単
価
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

工
事
費
に
つ
い
て
は
、
ト
ン
ネ
ル
部
分
を
、
オ
ー
プ
ン
カ
ッ
ト
工
法
に
よ
る
部
分
と
シ
ー
ル
ド
工
法
の
部
分
を
区

別
し
、
位
置
、
距
離
等
を
特
定
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
駅
部
及
び
掘
割
部
分
の
工
事
費
の
内

訳
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

連
立
事
業
調
査
に
つ
い
て

（
�
）

本
件
事
業
に
つ
い
て
、
建
運
協
定
に
基
づ
く
連
立
事
業
調
査
（
費
用
の
三
分
の
一
国
の
負
担
）
を
行
っ
た
か
。

（
�
）

そ
れ
は
、
い
つ
か
ら
い
つ
ま
で
か
。

（
�
）

本
件
事
業
区
間
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
二
年
度
、
同
六
十
三
年
度
の
二
年
に
わ
た
り
右
調
査
が
な
さ
れ
て
い
る

二



の
に
、
さ
ら
に
重
複
し
て
調
査
を
行
っ
た
理
由
は
何
か
。

五

比
較
設
計
に
つ
い
て

（
�
）

地
下
方
式
の
事
業
費
が
高
架
方
式
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
四
の
連
立
事
業
調
査
の
比
較
設
計

（
比
較
積
算
）
で
算
定
さ
れ
た
も
の
か
。

（
�
）

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
比
較
設
計
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

そ
う
で
な
い
と
し
た
ら
、
そ
の
比
較
設
計
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


